
建設機械の打刻・検認　必要資料チェックリスト

No. 提出書類 提出部数

1 建設機械打刻（検認）申請書

2 誓約書

I 建設機械の売買契約書または販売証明書（写し）

II 売買代金の領収書（写し）または代金完済証明（正に原本、副に写し）

III 建設機械の登録証書または仕様書（写し）　※

IV 売り主、買い主双方の登記簿謄本・印鑑証明書（写し）

V 建設機械の写真（全体が撮れているもの）

VI 建設業許可通知書（写し）

VII 申請者の法人事業税納税証明書（正に原本、副に写し）＜各県税事務所で発行＞

※ 建設機械抵当法施行令第4条に規定する内容のわかるものを提出してください

建設機械抵当法施行令第4条

打刻又は検認の申請をしようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣

又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出

しなければならない。

一 当該建設機械につき次に掲げる事項

イ 名称、型式及び国土交通省令で定める仕様

ロ 製造者名、製造年月及び製造番号

ハ 原動機（起動用原動機、エア・モーターその他国土交通省令で定めるものを除く。）

を有するときは、その原動機につき種類、定格出力及びこの号ロに掲げる事項

ニ 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）による自動車登録番号を有するときは、

その自動車登録番号

ホ 所在地

二～三　　略

正
本
・
副
本
2
部

指定様式

確認資料


